仕 様 書（ひな形）

１　業務名
　　令和８年度京都府立〇〇（支援）学校における学習用端末通信設定等業務

２　概要
　　本書は京都府立特別支援学校の令和８年度入学生（保護者）が購入した学習用端末の現地設定作業等について記したものである。

３　作業内容
(1) 通信設定等
　　・校内Wi-FiのＳＳＩＤ、パスワードの設定を端末に施すこと。その際、端末側でパスワードが表示されない設定にすること。
　　・端末のＭＡＣアドレス及びシリアル番号を抽出し、一覧を作成すること。
　　・端末名を設定し、端末の外箱に端末名を記載したテプラを貼付すること。
　(2) 作業範囲
　　　以下の作業は、作業範囲外とする。
　　・端末の立ち上げからホーム画面表示までの初期設定
　　・アクセスポイントへのＭＡＣアドレスの登録

４　作業対象
　　iPad Wi-Fi 11inch（第11世代）　○○○台

５　納品期限
　　令和８年○月○日

６　成果物
　　受注者は、納品時に以下の図書を電子データで学校へ提出すること。
　　ただし、具体的な内容については、学校担当者と協議の上、作成すること。
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７　作業条件
(1) 必要な設定内容については、学校担当者と別途協議の上決定すること。
(2) 機器の設定に係る費用については、全て受注者の負担とすること。
(3) 作業に係る物品の保険費用は、全て受注者が負担すること。
(4) 作業後、学校担当者の指示に従い端末の動作確認を行うこと。ただし、動作確認及び必要な機器等に係る費用は、全て受注者が負担すること。
(5) 設定等完了後、学校担当者の検査を受けることとし、これに合格したことをもって検収とする。
(6) 受注者は検収後１年以内において、端末の設定等に起因する不具合が生じた場合、修理または交換する責を負うものとし、その費用は受注者が負担することとする。


